
（別紙） 

熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行について 

 

１ 対象工事等 

（１）対象工事 

主たる工種が屋外作業である水産土木工事を対象とする。 

上記工事のうち、海上作業船を使用するものを除く工種に限定し実施対象と

する。 

ただし、工場製作工を含む工事は当該期間を工期から除くものとする。 

（２）対象地域 

すべての地域を対象とする。 

 

２ 用語の定義 

（１）真夏日 

   日最高気温が30℃以上となる日をいう。 

   ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が30℃以上の場合とす

る。 

（２）工期 

   通常の積算により算出した工期をいう(余裕ある工期期間を除く)。 

なお、工期に年末年始を含む工事では年末年始休暇分(１２月２９日～１月

３日)として６日間、８月を含む工事では夏季休暇分として土日祝祭日を除く

３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間

は含まない。 

ただし、年末年始休暇６日間と、夏季休暇３日間について、これより少ない

日数を休暇とする場合においても、工期から除外する日数の短縮は行わないも

のとする。逆に、施工業者がこれよりも多い日数を年末年始休暇あるいは、夏

季休暇とする場合においては、その日数は工期に含まない。 

（３）真夏日率 

   以下の式により算出された率をいう。 

      真夏日率 ＝ 工期期間中の真夏日 ÷ 工期  

 

なお、工期期間中の真夏日には、作業をしていない日(土日祝日や休業日)

を含むものとする。 

 

３ 積算方法等 

（１）補正方法 

  ア 現場管理費率の補正は、受注者より提出された計測結果の資料をもと

に、真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算するも

のとする。 

なお、補正は最終変更契約において行うものとし、補正値の算定は、次に

よるものとする。 

 



      補正値（％） ＝ 真夏日率 × 補正係数  
イ 「水産基盤整備事業（漁場）設計積算基準」における「現場管理費率の補

正」の「施工時期、工事期間等を考慮した現場管理費率の補正」と合わせて

適用する場合の補正値の上限は、２．０％とする。 

ウ 補正値及び真夏日率は、小数点以下３位を四捨五入して、２位止めとす

る。 

（２）補正係数 

   補正係数は、１．２ 

（３）現場管理費の計算 

 

     対象準工事費×現場管理費率＋補正係数※１＋補正値※２   

  ※１：施工地域による補正係数 

※２：施工時期・工事期間による補正率、緊急工事による補正率及び、

真夏日による補正率の和 

 

４ 気温の計測方法等 

 （１）計測方法 

   受注者より提出される施工計画書に、工事期間中における気温の計測方法及 

  び計測結果の報告方法を記載させる。 

     施工現場を代表する１地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により

得られた計測結果を用いることとする。 

   なお、計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。 

 

（２）計測結果の報告 

   施工計画書に基づき、計測結果の資料を提出させるものとする。 

 

５ 施工箇所が点在する工事への適用 

  施工箇所が点在する工事については、点在する箇所ごとに補正を行うことが

できるものとする。 

 

６ 既契約工事のおける適用 

（１）気温の計測期間 

   本通達日以降の受発注者間の協議により「基準日」を定め、当該基準日か

ら工期末までの期間のうち、真夏日に当たる日数を計測するものとする。 

なお、計測方法等については、「４ 気温の計測方法等」に準じること。 

（２）積算方法 

   既契約工事における真夏日率の算出方法は、以下の式によるものとする。 

 

      真夏日率＝基準日から工期末までの真夏日÷工期  

 

   その他の積算方法は、「３ 積算方法等」によるものとする。 

（３）その他 



   当該試行についての特記仕様書等への記載による周知が間に合わなかった

工事についても上記の取扱いとすることが出来る。 

 

７ 契約手続等 

（１）今後発注予定の工事に対しては、熱中症対策に資する現場管理費率の補正

を行う旨を特記仕様書に明示する（別添記載例参照）。 

（２）第１回の打ち合わせ時に、熱中症対策に資する現場管理費率の補正の適用

について協議するものとする。 

（３）協議においては、施工計画書に記載された計測及び結果報告の方法につい

て、工事監督員が適正かどうかを確認すること。 

   ただし、当初より熱中症対策に資する現場管理費率の補正の適用を希望し

ない場合には、施工計画書への工事期間中における気温の計測方法当の記載

及び計測結果の報告を不要とし、設計変更は行わないものとする。 

（４）受注者は計測結果を概ね工事完了日の20日前までに工事監督員に提出する

こととし、工事監督員は、計測方法及び計測結果を確認し適正と判断した場

合には最終設計変更時に補正の適用を行う。 

なお、計測期間については、受発注者間が協議の上で決めることとする。 

（５）補正適用の変更後に、工期内に真夏日があった場合や、早期完成により工

期が短くなった場合でも設計変更は行わない。 

 

８ その他 

  上記の取扱いについて、地域の実情により対応が困難な場合等については、

これによらないことが出来る。 



【特記仕様書記載例】 

 

○ 熱中症対策に資する現場管理費の補正 

１ 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、

日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。 

２ 用語の具体的な内容は次のとおりである。 

（１）真夏日 

    日最高気温が30℃以上となる日をいう。 

（２）工期 

    通常の積算により算出した工期をいう(余裕ある工期期間を除く)。  

なお、工期に年末年始を含む工事では年末年始休暇分(１２月２９日～１

月３日)として６日間、８月を含む工事では夏季休暇分として土日祝祭日を

除く３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止してい

る期間は含まない。 

（３）真夏日率 

    以下の式により算出された率をいう。 

      真夏日率 ＝ 工期期間中の真夏日 ÷ 工期  

なお、工期期間中の真夏日には、作業をしていない日(土日祝日や休業

日)を含むものとする。 

３ 入札後に受発注者間で協議の上で、補正の適用を行うかどうか決定する。 

４ 補正の適用を行う場合、受注者は、工事着手前に工事期間中における気温

の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、工事監

督員へ提出する。 

５ 気温の計測方法については、施工現場を代表する１地点で気象庁の気温計

測方法に準拠した方法により得られた計測結果を用いることを標準とする。 

６ 受注者は、工事監督員へ計測結果の資料を提出すること（概ね工事完了日

の20日前）。 

７ 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料をもとに工期中の日最高

気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設

計変更を行うものとする。 

      補正率（％） ＝ 真夏日率 × 補正係数※   

        ※補正係数：1.2 

  なお、計測期間については、受発注者間が協議の上で決めることとする。 



真夏日のカウントのイメージ
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の終期

実工期の始期 実工期の終期

（H30技術管理関係集P989）

通常工期（通常の積算により算出した工期）

（H30技術管理関係集P997）

この期間において、真夏日をカウントできる。

余裕期間

通常工期（通常の積算により算出した工期）

この期間において、真夏日をカウントできる。

この期間において、真夏日をカウントできる。

通常（積算）

工期の終期

通常（積算）

工期の終期

通常（積算）

工期の始期

通常（積算）

工期の始期

通常（積算）

工期の始期

通常（積算）

工期の終期

※通常（積算）工期より短い期間で工事が完了した場合、その期間内でカウント

契約工期（通常の積算により算出した工期を延長）

「真夏日率」を算定する式の分母（通常（積算）工期）

全体工期（発注者があらかじめ設定した通常工期と余裕期間の合計）


